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はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

地球温暖化は、決して人ごとではなく、我々の生活に様々な影響を与えます。ただ単に気

温や海水面が上昇するだけではありません。 
　気温や海水面が上昇することで、気候が大きく変動し、農林水産業に多大な影響が生じ、

食糧不足に陥ったり、熱帯地方特有の伝染病が蔓延する可能性もあります。 
　地球温暖化は、人類共通の課題であり、我々ひとり一人の心がけや熱意で解決していかな

ければなりません。 
　国は、地球温暖化の主たる要因である温室効果ガスの総排出量を２０５０年までに実質ゼ

ロにすると宣言しています。 
　このような状況を踏まえ、名護市役所は、約６００人を雇用する沖縄県北部地域の主要な

事業主体として、市内の事業者・住民の模範となることを目指し、市の実施する事務事業で

排出する温室効果ガスの更なる削減を進めていきます。 
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第１章　背景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

１　国際的な地球温暖化対策の動向 

２０１５（平成２７）年の国連総会において、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を核とす

る「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」が採択されました。持続可能な開発目標

（ＳＤＧｓ）は、気候変動対策やクリーンエネルギーの普及等、２０３０（令和１２）年ま

でに各国が取り組むべき１７の目標と１６９の具体的なターゲットで構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、２０１５（平成２７）年にフランス・パリで開催された気候変動枠組条約第２１回

締約国会議（ＣＯＰ２１）では、気温上昇を産業革命以前と比べて２℃より十分低く保つと

ともに、１.５℃に抑える努力を追求すること、そのために今世紀後半の温室効果ガス排出

量を実質ゼロにする必要があることなどが盛り込まれた「パリ協定」が採択されました。 
 
 

ＳＤＧｓの１７の目標

出典：国際連合広報センターウェブサイト
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２　国内の地球温暖化対策の動向 

１９９７（平成９）年に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）

では、「京都議定書」が採択され、日本は温室効果ガス排出量を第一約束期間（２００８年

～２０１２年）までに１９９０（平成２）年比で６％削減することが義務づけられました。

この目標を達成するために、１９９８（平成１０）年に「地球温暖化対策の推進に関する法

律」が公布され、２０１４（平成２６）年には、目標の達成が発表されています。 
京都議定書以降の地球温暖化対策については、２００８（平成２０）年に閣議決定された

「低炭素社会づくり行動計画」において、温室効果ガス排出量を２０５０（令和３２）年ま

でに現状から６０～８０％削減することとされました。 
しかし、２０１１（平成２３）年に発生した東日本大震災とその後のエネルギー供給体制

の変化により、国の地球温暖化対策やその目標は大きく見直されました。 
２０１６（平成２８）年には、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための計画

である「地球温暖化対策計画」が策定され、中期目標として温室効果ガス排出量を２０３０

（令和１２）年度に２０１３（平成２５）年度比で２６％（地方自治体は４０％）削減する

こと、長期目標として２０５０（令和３２）年までに８０％削減することが位置づけられま

した。 
そして、２０２０（令和２）年１０月に臨時国会における総理大臣所信表明演説において、

２０５０（令和３２）年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを表明し、

２０２１（令和３）年６月には、内閣官房長官を議長とし、関係府省大臣・地方自治体等の

首長を構成員とした国・地方脱炭素実現会議において、地域の成長戦略ともなる地域脱炭素

の行程と具体策を示した「地域脱炭素ロードマップ」を策定しています。 
また、２０２１（令和３）年１０月には、「地球温暖化対策計画」の改定が閣議決定され、

中期目標として温室効果ガス排出量を２０３０（令和１２）年度に２０１３（平成２５）年

度比で４６％（地方自治体は５１％）削減すること、長期目標として２０５０（令和３２）

年までに１００％削減することが位置づけられました。 
沖縄県においては、２００２（平成１４）年に「おきなわアジェンダ２１　県民会議」を

設立し、地球環境問題に対する取組を進めており、２００２（平成１４）年には、「沖縄県

地球温暖化対策地域推進計画」を、２０１１（平成２３）年には、「沖縄県地球温暖化対策

実行計画」を策定しています。 
そして、２０２１（令和３）年３月には、「第２次沖縄県地球温暖化対策実行計画」を策

定（改定）し、県全体で気候変動をめぐる現状と危機感を共有し、必要な行動を促すことを

目的として「沖縄県気候非常事態宣言」を行っています。 
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３　市の地球温暖化対策の歩み 

市は、地球温暖化防止対策への取組として、２００６（平成１８）年に「名護市地球温暖

化防止実行計画」を、２０１７（平成２９）年に「名護市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）」及び「名護市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定しています。 
また、２０１７（平成２９）年には、「名護市ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ（クールチョイス）

宣言」を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥとは？ 
ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥとは、２０３０年度の

温室効果ガスの排出量を２０１３年度比で２

６％削減するという目標達成のために、日本

が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サー

ビス・行動など、温暖化対策に資するあらゆ

る「賢い選択」を促す国民運動です。

市有林の温室効果ガス吸収作用 
温室効果ガスの大部分は、二酸化炭素（ＣＯ２）が占めています。市では、市有

林の管理及び造林を実施していて、樹木の育苗にも取り組んでいます。若い樹木は、

古い樹木よりも多くのＣＯ２を吸収する作用があり、育苗及び森林の更新の取り組

みを進めることは、温室効果ガスの削減につながります。

市の苗圃場で育成されている若木
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消化ガス発電設備

下水処理場の消化ガス利用 
市では、下水を処理する過程で発生する消化ガスを発電に有効利用し、消費電力

を節約する取り組みを平成 28 年度から実施しています。消化ガスを利用した発電

量については、平成 28 年度から令和３年度までに合計 1,212,900ｋWｈあり、温室

効果ガス排出量を 953ｔ－ＣＯ２削減しています。

自転車指導レーンの整備・管理 
市では、平成 24 年度から自転車指導レーンの整備に取り組んでいて、令和３年

度までに約 18ｋｍの整備を終えています。移動手段を自動車から自転車へ転換する

ことを支援する自転車指導レーンの整備・管理により、自動車のガソリン消費が抑

えられ、温室効果ガスの削減につながります。

市内に整備された自転車指導レーン
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第２章　基本的事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

１　目的 

名護市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（以降、「本計画」という。）は、地球温暖

化対策の推進に関する法律第２１条第１項に基づき、国の「地球温暖化対策計画」に即して、

市が自ら実施している事務事業に関し、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量化などの取組

を推進し、温室効果ガスの排出量を削減することを目的として策定するものです。 
　市においては、２００６（平成１８）年に当初計画である「名護市地球温暖化防止実行計

画」を、２０１７（平成２９）年に第２次計画（以降、「前計画」という。）を策定（改定）

しており、前計画の計画期間が２０２１（令和３）年度までであること、２０２０（令和２）

年１０月に国が２０５０（令和３２）年温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す表明を行った

ことなどを踏まえ、第３次計画となる本計画を策定（改定）します。 
　なお、本計画は、名護市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）のパイロット版としての

意味合いも含んでいます。 

 

２　対象とする範囲 

　本計画の対象範囲は、国の「地球温暖化対策計画」に即して、市が自ら実施する事務事業

とします。市の事務事業を実施する指定管理者及び委託者に対しては、可能な限り温室効果

ガスの排出制限等の取り組みを講ずるよう促します。 
なお、対象施設については、表１のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 本庁舎
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表１　本計画の対象施設 

　※前計画の対象施設であった瀬嵩保育所、児童センター、地域包括支援センター、下水道関連施設、　　　　　

区画整理事務所については、他施設との集計の統合、施設自体の廃止等の理由により、本計画には含

めていません。 
※本計画から、緑風こども園と苗圃場を対象施設に追加しています。 
※国際交流会館は、都市公園施設に含め、次頁以降は都市公園施設等と表記しています。 
※その他施設は、二酸化炭素（ＣＯ２）排出量調査の対象外とします。 

 

 

 

 

 

 分類 施設名

 総務部施設 本庁舎

 企画部施設 国際交流会館

 地域経済部施設 市民会館、各支所

 市民部施設 －

 福祉部施設 －

 こども家庭部施設 幼稚園（旧公立幼稚園含む）、旧公立保育所、労働福祉センター、緑風

こども園

 農林水産部施設 苗圃場

 建設部施設 都市公園施設、

 
環境水道部施設

環境センター、衛生センター、葬斎場、最終処分場、下水処理場、 
浄水場、上水道関連施設、名護市一般廃棄物処理施設

 
教育委員会施設

図書館、博物館、小学校、中学校、給食センター、 
文化財羽地資料整理室、市史編さん係事務所

 消防本部施設 消防施設等

 選挙管理委員会施設 選挙管理委員会事務所

 その他施設 市営住宅、指定管理施設等
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３　対象とする温室効果ガス 

　本計画の対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第３項に

定める７種類の温室効果ガスのうち、市が排出量を把握・算定することが可能な二酸化炭素

（ＣＯ２）とします。 

 

表２　地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第３項に定める７種類のガス 

 

４　計画期間 

　本計画の計画期間は、国の「地球温暖化対策計画」に即して、２０２２（令和４）年度か

ら２０３０（令和１２）年度までの９年間とします。計画内容については、５年後の２０２

６（令和８）年度に見直す予定ですが、社会情勢等に鑑み、柔軟に対応していきます。 

 

５　基準年度 

　国の「地球温暖化対策計画」では、基準年度が２０１３（平成２５）年度となっています

が、本計画の基準年度は、前計画に引き続き、対象施設の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量調査

を市が初めて全庁的に実施した２０１５（平成２７）年度とします。 

 

 名称 特徴

 
二酸化炭素（ＣＯ２）

化石燃料や一般廃棄物中の廃プラスチック等の燃焼な

どで発生する。最も多く排出されている温室効果ガス。

 メタン（ＣＨ４）
一般廃棄物の焼却、自動車の走行などで発生する。

 一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）

 ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ） 冷凍・冷蔵機器や断熱材に使用されている。

 パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）

半導体の製造工程等で使用されている。  六ふっ化硫黄（ＳＦ６）

 三ふっ化窒素（ＮＦ３）
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６　上位計画及び関連計画の位置づけ 

　本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条第１項に基づき策定（改定）され、

上位計画である「第５次名護市総合計画」の基本方針「暮らしやすいまちづくり【都市基盤・

生活環境】」の基本計画政策５施策５「環境にやさしい循環型社会の構築」及び「名護市環

境基本計画」に位置づけられた計画です。 

 

図１　本計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名護市地球温暖化対策実行計画 
（区域施策編）

第３次 
名護市地球温暖化対策実行計画 

（事務事業編）

地球温暖化対策計画

第２次沖縄県地球温暖化対策実行計画

第５次名護市総合計画上位計画
地球温暖化対策の

推進に関する法律

名護市環境基本計画上位計画

（即して策定）

（連携）

（策定根拠） （位置づけ）

（位置づけ）

（連携）

地球温暖化対策の推進に関する法律（抜粋） 
平成十年法律第百十七号 

（地方公共団体実行計画等） 

第二十一条　都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画

に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出

の量の削減等のための措置に関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）

を策定するものとする。

地域脱炭素ロードマップ

（参考）
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第３章　温室効果ガスの排出状況　　　　　　　　　　　　 

 

１　温室効果ガス排出量の算定方法 

　温室効果ガス排出量の算定方法は、対象施設のエネルギー使用量にエネルギー別の排出係

数を乗じて算定します。 
 

表３　２０２１（令和３）年度の市全体のエネルギー別温室効果ガス排出量 

　※排出係数については、環境省ＨＰ「算定方法・排出係数一覧」より抜粋し計上しています。 
※電力の排出係数については、沖縄電力株式会社の基礎排出係数を計上しています。 
※使用量及び温室効果ガス排出量は、小数点以下を四捨五入して計上しています。 

　※全体に占める割合は、小数点第二位以下を四捨五入して計上しています。 
 

 

 

 
 

２　基準年度及び前計画期間の温室効果ガス排出量 

　市が自ら実施する事務事業の温室効果ガス排出量は、基準年度である２０１５（平成２７）

年度において、１３，１２４ｔ－ＣＯ２となっています。 
　前計画期間（５年間）の施設別温室効果ガス総排出量は、表４のとおりで、エネルギー別

温室効果ガス排出量は、図２のとおりです。なお、前計画期間（５年間）の年度別温室効果

ガス排出量は、表５のとおりです。 

 エネルギー 電力 ガソリン 軽油 灯油 重油 ＬＰＧ 合計

 
使用量

15,010,079 

（ｋＷｈ）

76.5 

（ｋｌ）

83 

（ｋｌ）

101 

（ｋｌ）

267 

（ｋｌ）

12 

（ｔ）
－

 排出係数 0.000737 2.32 2.58 2.49 2.71 3.00 －

 温室効果 
ガス排出量 
（ｔ－ＣＯ２）

11,062 177 214 250 724 35 12,463

 全体に 
占める割合 

（％）

88.8 1.4 1.7 2 5.8 0.3 100

温室効果ガス吸収量の算定について 
　山林（主に広葉樹）における温室効果ガス吸収量を、おおまかな目安（林野庁ＨＰ参考）として、「１年間に１ｈａあ

たり１ｔ－ＣＯ２」で考えると、７，１４４ｈａの市有林で、年間７，１４４ｔ－ＣＯ２が吸収されていることになり、

２０２１（令和３）年度の排出量は、５，３１９ｔ－ＣＯ２となります。しかし、山林による吸収量を正確に計測するに

は、樹種や本数等の調査に多額の費用と期間を要するため、本計画では吸収量の算定は行わないこととします。
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表４　前計画期間（５年間）の対象施設別温室効果ガス総排出量 

　※緑風こども園、苗圃場は、２０２２（令和３）年度のみの値です。 
※温室効果ガス総排出量は、小数点以下を四捨五入して計上しています。 

 
№ 施設名 管理担当部局

温室効果ガス総排出量 
（ｔ－ＣＯ２）

 1 本庁舎 総務課 3,296

 2 都市公園施設等 維持課、企画財政課 2,292

 3 市民会館 文化スポーツ振興課 2,425

 4 羽地支所 羽地支所 387

 5 久志支所 久志支所 209

 6 屋部支所 屋部支所 95

 7 屋我地支所 屋我地支所 158

 8 緑風こども園 保育・幼稚園課 24

 9 各幼稚園 教育委員会教育施設課 63

 10 労働福祉センター 維持課、子育て支援課 109

 11 苗圃場 観光課、農林水産課 8

 12 区画整理事務所 都市計画課 49

 13 環境センター 環境対策課 8,669

 14 衛生センター 環境対策課 753

 15 葬斎場 環境対策課 675

 16 最終処分場 環境対策課 1,160

 17 下水処理場 施設課 10,434

 18 浄水場 施設課 5,181

 19 上水道関連施設 施設課 12,576

 20 図書館 中央図書館 1,110

 21 博物館 博物館 339

 22 各小学校 教育委員会教育施設課 7,210

 23 各中学校 教育委員会教育施設課 5,993

 24 各給食センター 教育委員会総務課 1,615

 25 文化財羽地資料整理室 文化課 85

 26 市史編さん係事務所 文化課 42

 27 消防本部 消防本部総務課 839

 28 選挙管理委員会事務所 選挙管理委員会事務局 77

 合計 65,871
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図２　前計画期間（５年間）のエネルギー別温室効果ガス排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５　前計画期間（５年間）の年度別温室効果ガス排出量 

　※温室効果ガス排出量及び基準年度比は、小数点以下を四捨五入して計上しています。 

 

 

年度

基準 第２次計画期間

 2015 

(平成 27)

2017 

(平成 29)

2018 

(平成 30)

2019 

(平成 31)

2020 

(令和 2)

2021 

(令和 3)

 温室効果 
ガス排出量 

（ｔ－ＣＯ２）

13,124 13,464 13,256 13,074 13,614 12,463

 基準年度比 
（％）

100 103 101 100 104 95

A 重油　3.9％ 

（2,550t-CO2）

灯油　2.0％ 

（1,347t-CO2）

ＬＰＧ　0.3％ 

（202t-CO2）

ガソリン　1.8％ 

（1,162t-CO2）
軽油　1.4％ 

（941t-CO2）

電力　90.6％ 
（59,668t-CO2）
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３　前計画期間の温室効果ガス排出量の検証 

前計画の基準年度である２０１５（平成２７）年度の温室効果ガス排出量は、１３，１２

４ｔ－ＣＯ２で、前計画の目標年度である２０２１（令和３）年度の温室効果ガス排出量は、

１２，４６３ｔ－ＣＯ２でした。 
よって、前計画の目標年度である２０２１（令和３）年度の温室効果ガス排出量を、基準

年度である２０１５（平成２７）年度と比較し、５％削減するという前計画の削減目標は、

達成できました。 
しかし、前計画期間の温室効果ガス排出量について、基準年度である２０１５（平成２７）

年度を下回ったのは、２０１９（平成３１）年度と目標年度である２０２１（令和３）年度

だけで、２０１７（平成２９）年度は３％、２０１８（平成３０）年度は１％、２０２０（令

和２）年度は４％の増加が見られました。 
　温室効果ガス排出量の削減については、継続性をもって計画的に実行する必要があるため、 
目標年度の温室効果ガス排出量だけを削減すれば良いと誤認されないようにしなければな

りません。 
また、前計画策定時よりも国の削減目標が引き上げられているため、本計画では、計画期

間中における年度ごとの温室効果ガス排出量の削減を強く意識し、その進捗状況についても

細かくチェックし、削減目標の実現に向けた具体的な取組を展開する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

削減目標達成！！　でも・・・
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第４章　温室効果ガスの排出削減目標　　　　　　　　　　 

 

１　目標設定の考え方 

　本計画では、前計画期間の温室効果ガス排出量の検証を踏まえて、温室効果ガス排出量を

毎年意識するよう、削減目標を年度ごとに細分化します。 

 

２　温室効果ガスの削減目標 

　温室効果ガスの削減目標は、国の「地球温暖化対策計画」に即して、２０３０（令和１２）

年度までに２０１５（平成２７）年度比で、５１％削減することとします。 
また、本計画に数値の反映はしませんが、現実的な対応として、効果的な吸収源対策にも

取り組みます。 

 

表６　温室効果ガス排出量の削減目標 

　※排出量及び基準年度比は、小数点以下を四捨五入して計上しています。 

 

 

 

年度

削減目標

 温室効果ガス排出量 
（ｔ－ＣＯ２）

基準年度比 
（％）

削減率 
（％）

 基準 2015（平成 27） 13,124 100 0

 

第
３
次
計
画
期
間

2022（令和 4） 12,468 95 －5

 2023（令和 5） 11,812 90 －10

 2024（令和 6） 11,155 85 －15

 2025（令和 7） 10,499 80 －20

 2026（令和 8） 9,843 75 －25

 2027（令和 9） 9,056 69 －31

 2028（令和 10） 8,268 63 －37

 2029（令和 11） 7,349 56 －44

 2030（令和 12） 6,431 49 －51
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第５章　目標達成に向けた取組　　　　　　　　　　　　　 

 

１　取組の基本方針 

　地域の成長戦略ともなる地域脱炭素の行程と具体策を示した「地域脱炭素ロードマップ」

（国・地方脱炭素実現会議策定）を参考に市の取組の基本方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地域脱炭素ロードマップ（抜粋） 

国・地方脱炭素実現会議 
■地域脱炭素を実現するための取組 
脱炭素の基盤となる重点対策の全国実施 

　①　屋根置きなど自家消費型の太陽光発電 

②　地域共生・地域裨益型再エネの立地 

　③　公共施設など業務ビル等における徹底した省エネと再エネ電気調達と 

更新や改修時のＺＥＢ化誘導 

　④　住宅・建築物の省エネ性能等の向上 

⑤　ゼロカーボン・ドライブ（再エネ電気×ＥＶ／ＰＨＥＶ／ＦＣＶ） 

　⑥　資源循環の高度化を通じた循環経済への移行 

　⑦　コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型まちづくり 

　⑧　食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立 

　※ＺＥＢ（次頁参照）、ＥＶ（電気自動車）、ＰＨＥＶ（プラグインハイブリッド自動車）、ＦＣＶ（燃料電池自動車）

 

市の取組の基本方針 

 

（１）対象施設への太陽光発電設備の導入【地域脱炭素ロードマップ①】 

（２）未利用市有地への再エネ発電設備導入の促進【地域脱炭素ロードマップ②】 

（３）対象施設の省エネ化・ＺＥＢ化【地域脱炭素ロードマップ③】 

（４）市営住宅の省エネ化【地域脱炭素ロードマップ④】 

（５）公用車等の電動化及び対象施設への充電設備整備【地域脱炭素ロードマップ⑤】 

（６）焼却ごみの削減及び新たな価値の創出【地域脱炭素ロードマップ⑥】 

（７）脱炭素に寄与する市街地空間の形成【地域脱炭素ロードマップ⑦】 

（８）市有林の更新【地域脱炭素ロードマップ⑧】
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２　取組の目標（定性的） 

（１）対象施設への太陽光発電設備の導入【地域脱炭素ロードマップ①】 

　　既存及び新たに整備する対象施設に、太陽光発電設備を導入し、使用する電力の再生可

能エネルギー利用率を向上させることで、温室効果ガスの排出削減に努めます。 

　　また、対象施設の駐車場を活用した太陽光発電付きカーポート（ソーラーカーポート）

の導入についても検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「市民のひろば（２０２２年５月号）」より 
 

 

（２）未利用市有地への再エネ発電設備導入の促進【地域脱炭素ロードマップ②】 

　　未利用市有地に、企業による太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備の導入を

促し、発電した電力を市が優先的に使用することで、温室効果ガスの排出削減に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
太陽光発電設備イメージ 風力発電設備イメージ
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図３　取組の内容（１）（２）による温室効果ガス排出量削減のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来の温室効果ガス排出量削減パターン

新たな温室効果ガス排出量削減パターン

再エネ 
発電量

企業（電力会社）

名護市

電力供給 電気使用料 
支払

総発電量に占める再エネ発電量を増加させ、排出係数を下げることで温室効果ガス排出量を削減

電気使用量

温室効果ガス排出量の多い発電による発電量

電力会社の企業努力※及び市の節電等（電気使用量の減少）で、温室効果ガス排出量を削減

再エネ 
発電量

総発電量に占める再エネ発電量を増加させ、排出係数を下げることで温室効果ガス排出量を削減

電気使用料 
支払

電力供給

名護市

電気使用量

電力会社の企業努力※及び市の再エネ発電使用量の増加等で、温室効果ガス排出量を削減

市：再エネ発電設備設置のため対象施設等を電力会社へ貸付 
電力会社：再エネ発電設備で発電した電力を市へ優先的に供給

温室効果ガス排出量の多い発電による発電量

※電力会社の排出係数が減少すれば、市の温室効果ガス排出量も減少します。（P11「温室効果ガス排出量の算定方法」参照）

再エネ発電使用量

※電力会社の排出係数が減少すれば、市の温室効果ガス排出量も減少します。（P11「温室効果ガス排出量の算定方法」参照）

企業（電力会社）
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（３）対象施設の省エネ化・ＺＥＢ化【地域脱炭素ロードマップ③】 

　　エネルギー消費効率が最も優れているトップランナー対象機器（ＬＥＤ照明器具、複写

機、複合機、プリンター等）を含む省エネ機器を積極的に活用することで、対象施設の省

エネに努めるとともに、市民会館や本庁舎など新たに整備又は改修する対象施設における

省エネ化・ＺＥＢ化を進めることで、温室効果ガスの排出削減に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＺＥＢとは？ 
 
ＺＥＢとは、Ｎｅｔ　Ｚｅｒｏ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ（ネット・ゼ

ロ・エネルギー・ビル）の略称で、「ゼブ」と呼びます。快適な室内環境を実現

しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指

した建物のことです。建物の中では人が活動しているため、エネルギー消費量を

完全にゼロにすることはできませんが、省エネによって使うエネルギーをへら

し、創エネによって使う分のエネルギーをつくることで、エネルギー消費量を正

味（ネット）で、ゼロにすることができます。

ZEB
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（４）市営住宅の省エネ化【地域脱炭素ロードマップ④】 

　　新たに整備する市営住宅の断熱性等の省エネ性能や気密性を向上させることで、温室効

果ガスの排出削減に努めます。 

新設する廃棄物処理施設の温暖化対策 
市では、令和６年度の供用開始に向け、新設廃棄物処理施設の整備に取り組んで

います。新設廃棄物処理施設では、太陽光発電設備の導入により、再生可能エネル

ギー利用率を向上させるとともに、ＬＥＤ照明等により電力消費を抑え、温室効果

ガスの削減に努めます。

新設廃棄物処理施設の完成予想図

新設する博物館の温暖化対策 
市では、令和５年度の供用開始に向け、新設博物館の整備に取り組んでいます。

新設博物館では、太陽光発電設備の導入により、再生可能エネルギー利用率を向上

させるとともに、ＬＥＤ照明等により電力消費を抑え、温室効果ガスの削減に努め

ます。

新設博物館の完成予想図
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（５）公用車等の電動化及び対象施設への充電設備整備【地域脱炭素ロードマップ⑤】 

　　公用車を更新及びコミュニティバスを本格運用する際に率先してＥＶ等を導入し、電動

化を進めるとともに、対象施設への充電設備の整備も進めることで、温室効果ガスの排出

削減に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）焼却ごみの削減及び新たな価値の創出【地域脱炭素ロードマップ⑥】 

　　庁内掲示板等を活用し、不用になった事務機器等の再利用（Ｒｅｕｓｅ）に努め、個人

情報を含まない廃棄書類等をリサイクル業者へ売却又は譲渡することで再生利用（Ｒｅｃ

ｙｃｌｅ）を促進し、個人情報を含む廃棄書類については、ペーパーレス化で焼却ごみの

発生抑制（Ｒｅｄｕｃｅ）に努めることで、温室効果ガスの排出削減に努めます。 

また、下水処理場及び新設廃棄物処理施設の処理工程で発生するガスや余熱を活用する

ことで、新たな価値を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本庁舎の充電設備とＥＶ公用車

新設廃棄物処理施設の余熱活用イメージ
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（７）脱炭素に寄与する市街地空間の形成【地域脱炭素ロードマップ⑦】 

　　名護漁港周辺に多様なモビリティの乗り換えができる交通結節点として、名護市総合交

通ターミナルを整備し、県道名護宜野座線沿いにウォーカブルなストリートを創出するこ

とで、脱炭素に寄与する市街地空間の形成を図り、温室効果ガスの排出削減に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名護漁港周辺の全体整備イメージ
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　　また、移動手段を自動車から自転車へ転換することを支援する自転車指導レーンの整

備・管理に努め、脱炭素に寄与する市街地空間の形成を図り、温室効果ガスの排出削減に

努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（８）市有林の更新【地域脱炭素ロードマップ⑧】 
　　温室効果ガスの大部分を占めるＣＯ２の吸収源である森林（市有地）について、より

ＣＯ２の吸収効果が高くなるよう、古木の伐採及び若木の植林による森林の更新に努め

ることで、温室効果ガスの排出削減に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名護市自転車ネットワーク

森林更新の様子
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３　取組の目標（定量的） 

（１）対象施設及び未利用市有地では、２０３０年度までに設置可能な建築物等の５０％に

太陽光発電設備を導入し、２０４０年度までに１００％導入することを目指します。 
 

　　　 ※目標値は、「地域脱炭素ロードマップ」を参考に設定しています。 
 
 
 

図４　太陽光発電設備設置フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
年度

目標

 2030（本計画） 2040（次期計画）

 
太陽光発電設備導入率 50％ 100％

 設置費 公費負担 民間負担

 管理費 公費負担 民間負担

 
管理形態 直営

対象施設（屋上） 未利用市有地

 民間が目的外使用 民間が借受

対象施設等管理担当部局で 
設置

対象施設等管理担当部局で設置する対象施設等を検討

民間事業者で 
設置

名護市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）推進事務局と 
対象施設等管理担当部局で調整し、対象施設等に見合った適正な設置方法を設定
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（２）対象施設では、省エネを徹底し、創エネ（再エネ）設備や蓄エネ設備を導入すること

で、２０３０年度までに１０％、２０４０年度までに２０％、ＺＥＢ化（Ｎｅａｒｌｙ

ＺＥＢ以上）することを目指します。 
 

　　　 ※目標値は、「地域脱炭素ロードマップ」「名護市公共施設等総合管理個別計画」を参考 
 に設定しています。 

 
図５　ＺＥＢ化フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年度

目標

 2030（本計画） 2040（次期計画）

 
ＺＥＢ化 10％ 20％

名護市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）推進事務局と 
対象施設管理担当部局で調整し、対象施設に見合った適正なＺＥＢ化を設定

対象施設等管理担当部局でＺＥＢ化する対象施設等を検討
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表７　対象施設を創エネ（太陽光発電）のみでＺＥＢ化する際の目安 

　※太陽光発電設備の設置面積は、１ｋＷあたり 10㎡で計上しています。 
　※太陽光発電設備の年間発電量は、１ｋＷあたり 1,000ｋWｈで計上しています。 

 

№ 施設名
令和３年度 
電気使用量

太陽光発電設備設置面積

 Ｎｅａｒｌｙ 

ＺＥＢ
ＺＥＢ

 1 本庁舎 750,273ｋWｈ 5,627 ㎡ 7,503 ㎡

 2 都市公園施設等 481,604ｋWｈ 3,612 ㎡ 4,816 ㎡

 3 市民会館 585,610ｋWｈ 4,392 ㎡ 5,856 ㎡

 4 羽地支所 62,068ｋWｈ 466 ㎡ 621 ㎡

 5 久志支所 33,791ｋWｈ 253 ㎡ 338 ㎡

 6 屋部支所 20,382ｋWｈ 153 ㎡ 204 ㎡

 7 屋我地支所 36,672ｋWｈ 275 ㎡ 367 ㎡

 8 緑風こども園 29,500ｋWｈ 221 ㎡ 295 ㎡

 9 各幼稚園 10,392ｋWｈ 78 ㎡ 104 ㎡

 10 労働福祉センター 27,965ｋWｈ 210 ㎡ 280 ㎡

 11 苗圃場 8,550ｋWｈ 64 ㎡ 86 ㎡

 12 区画整理事務所 6,592ｋWｈ 49 ㎡ 66 ㎡

 13 環境センター 1,523,655ｋWｈ 11,427 ㎡ 15,237 ㎡

 14 衛生センター 191,938ｋWｈ 1,440 ㎡ 1,919 ㎡

 15 葬斎場 37,892ｋWｈ 284 ㎡ 379 ㎡

 16 最終処分場 198,920ｋWｈ 1,492 ㎡ 1,989 ㎡

 17 下水処理場 2,362,449ｋWｈ 17,718 ㎡ 23,624 ㎡

 18 浄水場 1,257,867ｋWｈ 9,434 ㎡ 12,579 ㎡

 19 上水道関連施設 3,123,321ｋWｈ 23,425 ㎡ 31,233 ㎡

 20 図書館 239,371ｋWｈ 1,795 ㎡ 2,394 ㎡

 21 博物館 70,940ｋWｈ 532 ㎡ 709 ㎡

 22 各小学校 1,995,046ｋWｈ 14,663 ㎡ 19,950 ㎡

 23 各中学校 1,588,195ｋWｈ 11,911 ㎡ 15,882 ㎡

 24 各給食センター 146,763ｋWｈ 1,101 ㎡ 1,468 ㎡

 25 文化財羽地資料整理室 11,670ｋWｈ 88 ㎡ 117 ㎡

 26 市史編さん係事務所 10,171ｋWｈ 76 ㎡ 102 ㎡

 27 消防本部 164,250ｋWｈ 1,232 ㎡ 1,643 ㎡

 28 選挙管理委員会事務所 34,232ｋWｈ 257 ㎡ 342 ㎡
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（３）２０３０年度までに公用車（特殊車両を除く）の２０％にＥＶ車等（ＥＶ／ＰＨＥＶ

／ＦＣＶ）を導入し、２０４０年度までに１００％導入することを目指します。 
 

　　　 ※目標値は、１台以上／年、ＥＶ車等を導入すれば達成できるように設定しています。 
 
 

図６　ＥＶ車等導入フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表８　車両比較表 
 

　※上記の表は、令和４年８月時点の値で、電気料金は、電力会社の業務用電力の夏季料金（17.15 円/ 
ｋWｈ）で、ガソリン料金は、156 円/L で計算しています。 

　※年間走行コストは、年間走行距離 10,000ｋｍで試算しています。 
　※ＥＶ車①は、電気を電力会社から購入した場合で、ＥＶ車②は、自前の太陽光発電設備等で充電し 

た場合で計算しています。 

 
年度

目標

 2030（本計画） 2040（次期計画）

 
ＥＶ車等導入率 20％ 100％

 

種別 価格
年間走行 
コスト

最大容量 電気料金
ガソリン

料金

最大 
航続距離

年間温室

効果ガス

排出量 
（ｔ－ＣＯ２）

 ガソリン車 86万円～ 62,400 円 28L － 156 円 700ｋｍ 0.928

 ＥＶ車① 240万円～ 19,055 円 20ｋWｈ 17.15 円 － 180ｋｍ 0.818

 ＥＶ車② 240万円～ 0円 20ｋWｈ － － 180ｋｍ 0

公用車管理部局で車両更新計画に基づき公用車を更新

更新する際にＥＶ車等を順次導入



28 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

４　職員ひとり一人の行動指針 

　全体の温室効果ガスの排出削減だけでなく、職員ひとり一人が行動指針を遵守することで、

個々の温室効果ガスの排出削減に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガス排出削減のための職員行動指針 

 
（１）徒歩又は自転車を活用します。 
（２）エコドライブに努めます。 
（３）ペーパーレス化に努めます。 
（４）省エネ・節電に努めます。 
（５）環境配慮製品を使います。 
（６）業務効率の最適化を図ります。 
（７）時間外勤務を減らします。
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第６章　進捗管理・改定体制と進捗状況の公表　　　　　　 

 

１　推進・点検・評価・見直し体制 

　名護市地球温暖化対策実行計画推進会議設置要綱（以降、「要綱」という。）に基づき、名

護市地球温暖化対策実行計画推進会議庁内部会（以降、「庁内部会」という。）において、全

庁的な推進を図ります。 
具体的には、庁内部会事務局（以降、「事務局」という。）が対象施設別温室効果ガス排出

量（表９）と対象施設別温室効果ガス排出削減カルテ（図８）を用いて、各課等と調整した

結果を、毎年、庁内部会に報告します。報告を受けた庁内部会は、各課等の取組を点検・評

価し、必要に応じて、取組の見直しを各課等に指示します。 

 

図７　推進・点検・評価・見直し体制 

 

 

 名護市地球温暖化対策実行計画推進会議庁内部会

 区分 役職 役割

 座長 環境水道部長 ○本計画に定められた取組を推進・点検・評価し、必

要に応じて、その見直しを各課等へ指示する。  副座長 環境対策課長

 部会員 要綱第 12 条に定めるもの

 事務局 環境対策課職員 ○本計画に定められた取組の進捗状況を把握するた

め調査を行う。 
○本計画に定められた取組の推進を図るため各課等

と調整を行う。 
○本計画に定められた取組の進捗状況を庁内部会に

報告する。 
○本計画に定められた取組の進捗状況を公表する。

 各課等

 区分 役割

 対象施設等管理担当部局 ○事務局が実施する調査に協力する。 
○対象施設における温室効果ガス排出量の削減を図るため対策を

講じる。

 上記以外の部局 ○温室効果ガス排出削減のための職員行動指針に基づく行動を徹

底する。

調
整

指
示

（必要に応じて）
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表９　対象施設別温室効果ガス排出量【２０２１（令和３）年度】 

　※排出量及び基準年度比は、小数点以下を四捨五入して計上しています。 
　※点検は、前年度比及び基準年度比ともに減少で○、どちらか減少で▲、どちらも増加で×です。 

 
№ 施設名

温室効果ガス排出量

（ｔ－ＣＯ２）

前年度比 
（％）

基準年度比 
（％）

点検

 1 本庁舎 619 93 89 ○

 2 都市公園（国際交流会館含む） 380 61 91 ○

 3 市民会館 432 93 83 ○

 4 羽地支所 48 94 75 ○

 5 久志支所 31 172 97 ▲

 6 屋部支所 16 114 80 ▲

 7 屋我地支所 43 154 330 ×

 8 緑風こども園 24 － － －

 9 各幼稚園 8 100 47 ○

 10 労働福祉センター 21 190 91 ▲

 11 苗圃場 8 － － －

 12 区画整理事務所 6 86 46 ○

 13 環境センター 1,858 104 110 ×

 14 衛生センター 146 90 88 ○

 15 葬斎場 141 99 123 ▲

 16 最終処分場 260 169 464 ×

 17 下水処理場 1,790 83 94 ○

 18 浄水場 946 88 65 ○

 19 上水道関連施設 2,307 91 116 ▲

 20 図書館 178 79 70 ○

 21 博物館 54 86 73 ○

 22 各小学校 1,471 90 116 ▲

 23 各中学校 1,171 94 95 ○

 24 各給食センター 286 87 88 ○

 25 文化財羽地資料整理室 17 113 113 ×

 26 市史編さん係事務所 9 113 90 ▲

 27 消防本部 170 90 108 ▲

 28 選挙管理委員会事務所 25 313 250 ×

 合計 12,463 91 95 ○
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図８　対象施設別温室効果ガス排出削減カルテ 
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２　改定体制 

　本計画の改定については、名護市地球温暖化対策実行計画推進会議設置要綱に基づき、庁

内部会において案を検討し、名護市地球温暖化対策実行計画推進会議（以降、「推進会議」

という。）で決定します。 

 

図９　改定体制 

 

 

 

 

 

 

 名護市地球温暖化対策実行計画推進会議

 区分 役職 役割

 会長 副市長 ○必要に応じて、本計画の改定案の策定を庁内部会に

指示する。 
○庁内部会から改定案の報告を受け、内容を検討し、

決定する。

 副会長 環境水道部長

 部会員 要綱第３条に定めるもの

 名護市地球温暖化対策実行計画推進会議庁内部会

 区分 役職 役割

 座長 環境水道部長 ○毎年、推進会議へ本計画の進捗報告を行う。 
○本計画の計画期間終了に伴い、本計画の改定案の策

定を行う。 
○推進会議の指示を受け、本計画の改定案の策定を行

う。 
○策定した本計画の改定案を推進会議に報告する。

 副座長 環境対策課長

 部会員 要綱第 12 条に定めるもの

 事務局 環境対策課職員

（必要に応じて）

進
捗
を
毎
年
報
告

改
定
検
討
を
指
示

改
定
案
の
報
告
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３　進捗状況の公表 

　本計画の進捗状況は、毎年、市ＨＰにおいて公表します。 
 
 
 
 
 
 

図 10　進捗状況公表のイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名護市役所　地球温暖化対策
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①名護市地球温暖化対策実行計画推進会議設置要綱　　　　 

 

○名護市地球温暖化対策実行計画推進会議設置要綱 

令和３年４月１日 

告示第96号 

改正　平成23年４月１日告示第80―５号 

令和３年４月１日告示第96号 

（設置） 

第１条　この要綱は、本市の事務及び事業並びに本市の区域における地球温暖化対策を図ることを目的

として、名護市地球温暖化対策実行計画を策定し、実行するため、名護市地球温暖化対策実行計画推

進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

２　前項の地球温暖化対策実行計画推進会議を補佐し、推進会議に付すべき事案について協議及び調整

するため、推進会議に策定委員会、策定部会及び庁内部会を置く。 

（推進会議の所掌事務） 

第２条　推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１)　名護市地球温暖化対策実行計画の策定及び検討に関すること。 

(２)　実行計画の進行管理に関すること。 

(３)　実行計画に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条　推進会議は、名護市部長会議規程（平成５年訓令第15号）第３条の規定により構成する者から

市長を除くものをもって組織する。 

２　会長は副市長をもって充て、副会長は環境水道部長をもって充てる。 

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条　推進会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２　推進会議は、必要に応じて関係職員に推進会議への出席を求めることができる。 

（策定委員会の所掌事務） 

第５条　策定委員会の委員は、次に掲げる事項について、意見を述べるものとする。 

(１)　名護市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定に関すること。 

(２)　その他策定について、必要な事項に関すること。 
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①名護市地球温暖化対策実行計画推進会議設置要綱　　　　 

 

（策定委員会の組織） 

第６条　策定委員会は、８人以内で組織する。 

２　策定委員会の委員は、優れた識見を有する者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱又

は任命する。 

３　策定委員会の委員の任期は、前条の名護市地域温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定が終了し

たときをもって終了するものとする。 

（策定委員会の会議） 

第７条　策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。 

２　委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。 

３　策定委員会は、委員長が招集し、会務を総理する。 

４　策定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

５　策定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 

（策定部会の所掌事務） 

第８条　策定部会は、第５条に掲げる策定委員会の所掌事務について、策定委員会から出された意見の

内容について審議を行うことを所掌事務とする。 

（策定部会の組織） 

第９条　策定部会は、部会員15人以内で組織し、別表第１のとおり構成する。 

（策定部会の会議） 

第10条　第７条第２項から第５項までの規定は、策定部会の会議について準用する。この場合において、

「委員長」とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と、「策定委員会」とある

のは「策定部会」と読み替えるものとする。 

（庁内部会の所掌事務） 

第11条　庁内部会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１)　名護市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の策定に関すること。 

(２)　計画の推進、点検、評価、公表及び見直し等に関すること。 

(３)　前２号に掲げるもののほか、計画の推進に関し必要があると認める事項に関すること。 

（庁内部会の組織） 

第12条　庁内部会は、部会員17人以内で組織し、別表第２のとおり構成する。 
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①名護市地球温暖化対策実行計画推進会議設置要綱　　　　 

 

（庁内部会の会議） 

第13条　第７条第２項から第５項までの規定は、庁内部会の会議について準用する。この場合において、

「委員長」とあるのは「座長」と、「副委員長」とあるのは「副座長」と「策定委員会」とあるのは「庁

内部会」と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第14条　地球温暖化対策実行計画推進計画に係る庶務は、環境水道部が行う。 

（補則） 

第15条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境水道部長が別で定める。 

附　則 

この要綱は、平成18年９月11日から施行する。 

附　則（平成23年４月１日告示第80―５号） 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附　則（令和３年４月１日告示第96号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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①名護市地球温暖化対策実行計画推進会議設置要綱　　　　 

 

別表第１（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
区分 役職 備考

 
部会長 環境水道部長

 
副部会長 環境対策課長

 
部会員 総務部総務課長

 
企画政策課長

 
地域力推進課長

 
園芸畜産課長

 
農林水産課長

 
商工・企業誘致課長

 
観光課長

 
都市計画課長

 
建設土木課長

 
建築住宅課長

 
工務課長

 
施設課長

 
学校教育課長
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①名護市地球温暖化対策実行計画推進会議設置要綱　　　　 

 

別表第２（第12条関係） 

 

 

 

 

 

 

 
区分 役職 備考

 
座長 環境水道部長

 
副座長 環境対策課長

 
部会員 総務部総務課長

 
企画政策課長

 
商工・企業誘致課長

 
市民課長

 
社会福祉課長

 
子育て支援課長

 
農業政策課長

 
都市計画課長

 
経営課長

 
会計課長

 
教育委員会総務課長

 
消防本部総務課長

 
議会事務局次長

 
選挙管理委員会事務局長

 
監査委員会事務局長
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②沖縄県気候非常事態宣言　　　　　　　　　　　　　　　 
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②沖縄県気候非常事態宣言　　　　　　　　　　　　　　　 
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③沖縄電力株式会社との包括連携協定　　　　　　　　　　 
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④前計画期間の施設別温室効果ガス排出量　　　　　　　　 

 

※排出量は、小数点以下を四捨五入して計上しています。0.5 未満は 0 表示しています。 

 

№ 施設名

温室効果ガス排出量（ｔ－ＣＯ２）

 2017 

(平成 29)

2018 

(平成 30)

2019 

(令和元)

2020 

(令和 2)

2021 

(令和 3)

 １ 本庁舎 690 665 654 668 619

 ２ 都市公園施設等 433 390 471 620 380

 ３ 市民会館 526 508 494 465 432

 ４ 羽地支所 168 64 57 51 48

 ５ 久志支所 67 58 35 18 31

 ６ 屋部支所 21 21 23 14 16

 ７ 屋我地支所 31 9 46 28 43

 ８ 緑風こども園 － － － － 24

 ９ 各幼稚園 19 19 8 8 8

 １０ 労働福祉センター 28 25 25 11 21

 １１ 苗圃場 － － － － 8

 １２ 区画整理事務所 12 12 12 7 6

 １３ 環境センター 1699 1686 1647 1779 1858

 １４ 衛生センター 144 149 151 163 146

 １５ 葬斎場 130 121 139 143 141

 １６ 最終処分場 248 238 259 154 260

 １７ 下水処理場 2252 2009 2220 2164 1790

 １８ 浄水場 1056 1051 1059 1069 946

 １９ 上水道関連施設 2405 2912 2415 2535 2307

 ２０ 図書館 239 238 229 225 178

 ２１ 博物館 85 73 64 63 54

 ２２ 各小学校 1415 1321 1373 1630 1471

 ２３ 各中学校 1229 1210 1134 1250 1171

 ２４ 各給食センター 339 332 330 328 286

 ２５ 文化財羽地資料整理室 14 20 20 15 17

 ２６ 市史編さん係事務所 10 8 7 8 9

 ２７ 消防本部 189 100 191 188 170

 ２８ 選挙管理委員会事務所 14 17 12 8 25

 合計 13,464 13,256 13,074 13,614 12,463
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⑤本計画の策定（改定）に関する会議等　　　　　　　　　 

 

■　庁内部会【第１回】　（令和４年８月１６日　本庁舎第１会議室） 
　　委員１３名、その他２名が出席し、本計画案の内容について検討した。 
 
　　庁内部会【第２回】　（令和４年１１月１１日　本庁舎第１会議室） 
　　委員１４名が出席し、本計画案の内容について検討した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■　庁内意見募集 
　　１回目　（令和４年８月８日から８月１５日まで）　　　意見提出３件 
　　２回目　（令和４年９月２０日から９月３０日まで）　　意見提出０件 
 
 
■　推進会議　（令和４年１１月２８日　本庁舎庁議室） 
　　委員１２名が出席し、本計画案の内容について検討し、本計画を決定した。 
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⑥地球温暖化対策計画（概要版）　　　　　　　　　　　　 
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⑦地域脱炭素ロードマップ（概要版・抜粋）　　　　　　　 
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⑦地域脱炭素ロードマップ（概要版・抜粋）　　　　　　　 
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⑦地域脱炭素ロードマップ（概要版・抜粋）　　　　　　　 
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⑦地域脱炭素ロードマップ（概要版・抜粋）　　　　　　　 
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⑦地域脱炭素ロードマップ（概要版・抜粋）　　　　　　　 
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⑦地域脱炭素ロードマップ（概要版・抜粋）　　　　　　　 
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⑦地域脱炭素ロードマップ（概要版・抜粋）　　　　　　　 
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⑧名護市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づく地

球温暖化対策推進責任者及び地球温暖化対策推進員設置要領 

 

○名護市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づく地球温暖化対策推進責任者及び地球温暖化対

策推進員設置要領 
 
（設置） 

第１条　名護市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（以下「実行計画」という。）に基づく具体的な

取り組みを推進するため、各課等に地球温暖化対策推進責任者（以下「推進責任者」という。）及び地

球温暖化対策推進員（以下「エコリーダー」という。）を設置する。 
（定義） 

第２条　推進責任者とは各課等の長をいい、エコリーダーとは所属長が指名する係長級の者をいう。 
（所掌事務） 

第３条　推進責任者及びエコリーダーの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 
（１）推進責任者 

ア 各職場で地球温暖化対策推進責任者となり、実行計画の積極的な推進を図る。 
イ 各職場における実行計画推進の周知、取組の督励、取組状況の管理に努める。 

（２）エコリーダー 
ア 各職場における環境配慮行動の推進と点検・評価を行う。 
イ エネルギー使用量等の実績調査を行う。 
ウ 職員の意識啓発を推進する。 
エ その他実行計画に関する事項。 

（報告） 
第４条　エコリーダーは、事務局の定める様式に基づき、点検・評価及び実績調査を行い、その結果に 
ついては事務局に報告する。 
（庶務） 

第５条　エコリーダーに関する庶務の総括は、環境対策課において処理する。 
（規則） 

第６条　この要領に定めるもののほか、推進責任者及びエコリーダーに関する必要な事項は、環境対策 
課長が別に定める。 

 
附　則 

この要領は、平成 29年４月１日から施行する。 
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⑨名護市グリーン購入調達方針　　　　　　　　　　　　　 

 

○名護市グリーン購入調達方針 

 

１．目的 

グリーン購入とは、商品やサービスを購入する際に、価格、機能・品質等だけでなく、環境に与える

負荷を最小限に抑え、限りある資源を有効に活用する製品を優先的に購入することです。 

グリーン購入の取り組みは、消費生活の中で購入者自身の活動を環境にやさしいものにするだけでな

く、市場を通じて企業等の供給側に環境への負荷の少ない製品の開発や供給を促すものであり、循環型

社会の形成に向けて重要な鍵となっています。 

名護市では、「国等による環境物品等の調達に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）」（グリーン購入

法）第 10 条第 1 項の規定に基づき「グリーン購入調達方針」を定め、本市の事務事業における環境へ

の負荷の低減に資する物品及び役務の調達推進を図ります。 

 

２．適用範囲 

この方針の適用範囲は、名護市の本庁舎及び出先機関を含めた全ての機関が行う物品等（レンタル、

リース）の購入とします。 

 

３．基本的な考え方 

物品などを調達する場合は、次の要件を考慮して物品を選定する。また、物品等の発注に当たっては、

その必要性を十分検討するとともに、適正な数量の購入に努めるものとする。 

（１）環境や人の健康に被害を与えるような物質の使用および放出が削減されていること。 

（２）資源やエネルギーの消費が少ないこと。 

（３）長期間使用できること。 

（４）リデュース（排出抑制）が可能であること。 

（５）リユース（再使用）が可能であること。 

（６）リサイクル（再生使用）が可能であること。 

（７）再生された素材や再使用された部品を多く利用していること。 

（８）廃棄されるときに適正な処理や処分が容易なこと。 

（９）その他、環境への負荷の低減に資するものであること。 

 

４．調達目標の設定 

（１）グリーン購入を計画的に推進するため、「グリーン購入調達目標」を策定する。 

（２）調達目標には、次の事項を定める。 

①特定調達品目（重点的に調達を推進すべき物品等の種類） 

②判断基準（特定調達品目に該当する物品等における選択のための基準） 
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⑨名護市グリーン購入調達方針　　　　　　　　　　　　　 

 

③調達目標（特定調達品目の年間調達目標） 

④配慮事項（判断基準とはしないが、配慮することが望ましい事項） 

 

５．推進体制 

（１）環境物品等の調達推進については、名護市地球温暖化対策実行計画推進会議において協議検討を

行う。 

（２）各課長等（地球温暖化対策推進責任者）は、それぞれの所属においてグリーン購入の推進に努め

る。 

 

６．進行管理 

（１）地球温暖化対策推進員（エコリーダー）は組織内におけるグリーン購入に関する調達実績を事務

局へ報告する。 

（２）調達実績については、事務局にて取りまとめる。 

 

７．施行時期 

この方針は、平成 29 年４月１日から施行する。 
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⑩名護市グリーン購入調達目標　　　　　　　　　　　　　 

 

名護市グリーン購入調達方針（平成 29年４月１日施行）に基づき、環境物品等の調達目標を次のとお

り定める。 
 
●文具類 

 品目 判断基準 目標 配慮事項

 シャープペンシル

・エコマーク、グリーンマ

ーク等の環境ラベルの表

示がされている製品であ

ること。 
 
・国等による環境物品等の

購入の推進等に関する法

律（グリーン購入法）に基

づく国の環境物品等の調

達の推進に関する基本方

針の判断基準に合致した

製品であること。

90％

・製品の包装又は梱包

は、可能な限り簡易で

あって、再生利用の容

易さ及び廃棄時の負

荷低減に配慮されて

いること。 

 シャープペンシル替芯

 ボールペン

 マーキングペン

 鉛筆

 スタンプ台

 朱肉

 定規

 消しゴム

 ステープラー（ホッチキス）

 ステープラー針リムーバー

 連射式クリップ（本体）

 事務用修正具（液状、テープ）

 クラフトテープ

 粘着テープ（布粘着）

 はさみ

 カッターナイフ

 OA クリナー（液、ウエット）

 のり（液状、固形、テープ等）

 ファイル

 バインダー

 アルバム

 事務用封筒、窓付き封筒（紙製）

 ノート

 インデックス

 付箋紙

 ごみ箱

 名札
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⑩名護市グリーン購入調達目標　　　　　　　　　　　　　 

 

●紙類 

 
●器具類 

 
●作業服類 

 品目 判断基準 目標 配慮事項

 コピー用紙 ・エコマーク、グリーンマーク

等の環境ラベルの表示がされ

ている製品であること。 
・古紙パルプ配合率が可能な限

り高いものであること。

90％

・製品の包装又は梱包

は、可能な限り簡易で

あって、再生利用の容

易さ及び廃棄時の負

荷低減に配慮されて

いること。 

 印刷用紙 ・エコマーク、グリーンマーク

等の環境ラベルの表示がされ

ている製品であること。 
・古紙パルプ配合率が可能な限

り高いものであること。

 トイレットペーパー ・エコマーク、グリーンマーク

等の環境ラベルの表示がされ

ている製品であること。 
・古紙パルプ配合率 100％であ

ること。

 品目 判断基準 目標 配慮事項

 いす ・エコマーク、グリーンマー

ク等の環境ラベルの表示がさ

れている製品であること。 
・国等による環境物品等の購

入の推進等に関する法律（グ

リーン購入法）に基づく国の

環境物品等の調達の推進に関

する基本方針の判断基準に合

致した製品であること。

90％

・製品の包装又は梱包

は、可能な限り簡易で

あって、 
再生利用の容易さ及び

廃棄時の負荷低減に配

慮されていること。 

 机

 棚

 黒板

 ホワイトボード

 品目 判断基準 目標 配慮事項

 作業服 ・エコマーク、グリーンマーク等の環境ラ

ベルの表示がされている製品であること。
90％

 作業手袋
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⑩名護市グリーン購入調達目標　　　　　　　　　　　　　 

 

●OA 機器類 

 
●家電製品類 

 

 品目 判断基準 目標 配慮事項

 コピー機

・エコマーク、グリーンマーク

等の環境ラベルの表示がされ

ている製品であること。 
・国等による環境物品等の購入

の推進等に関する法律（グリー

ン購入法）に基づく国の環境物

品等の調達の推進に関する基

本方針の判断基準に合致した

製品であること。

90％

・使用済み製品の回収及び再

使用又は、再生利用システム

があること。 
・使用する電池はカドミニュ

ウム化合物、鉛化合物及び水

銀化合物を含まないこと。 
・製品の包装又は梱包は、可

能な限り簡易であって、再生

利用の容易さ及び廃棄時の

負荷低減に配慮されている

こと。 

 プリンタ

 ファクシミリ

 スキャナ

 ディスプレイ

 その他の製品

 品目 判断基準 目標 配慮事項

 電気冷蔵庫

・エコマーク、グリーンマー

ク等の環境ラベルの表示がさ

れている製品であること。 
・国等による環境物品等の購

入の推進等に関する法律（グ

リーン購入法）に基づく国の

環境物品等の調達の推進に関

する基本方針の判断基準に合

致した製品であること。

90％

・製品の包装又は梱包は、可

能な限り簡易であって、再生

利用の容易さ及び廃棄時の

負荷低減に配慮されている

こと。 
・プラスチック部品が使用さ

れる場合には、再生プラスチ

ックが可能な限り使用され

ていること。

 電気冷凍庫

 エアコンディショ

ナー

 テレビジョン受信

機

 電子レンジ

 蛍光灯照明器具

 その他の製品
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⑩名護市グリーン購入調達目標　　　　　　　　　　　　　 

 

●自動車 

 
●その他【インターネットによる製品情報の入手先】 
　・環境省　環境ラベル等データベース 
　　http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/index.html 
　・グリーン購入ネットワーク GPN　エコ商品ネット 
　　http://www.gpn.jp/ 
　・公益財団法人日本環境協会　エコマーク事務局 
　　https://www.ecomark.jp/　 
　・一般財団法人　省エネルギーセンター 
　　https://www.eccj.or.jp/ 
　・国土交通省　低排出ガス認定自動車に関する公表 
　　http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000014.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 品目 判断基準 目標 配慮事項

 公用車 ・ハイブリッド自動車若しくは低排出ガス車で、

かつ低燃費車であり車環境負荷の低減を実現し

た低公害車であること。 
新規購入公

用車の 90％



 

あけみおのまち　名護市


